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恵那市見守り支援員ベビー用品宅配事業業務委託仕様書 

 

１ 業務目的 

  虐待等のリスクの最も高いといわれる０歳児の家庭に対して関わりを持ち、乳児を養育している家庭へ

宅配によるベビー用品の支給及び当該家庭の見守りを実施することで、養育者の精神的かつ経済的負

担の軽減を図るとともに、次世代を担う子どもの健やかな成長を応援し、安心して子どもを産み育て

ることができる環境づくりに資することを目的として実施する 

 

２ 対象 

（１）対象者 

   恵那市（以下「市」という。）に住所を有する０歳児及びその養育者 

 （２）予定対象者数及び宅配回数 

    令和６年度出生者見込み 200人×２回＝ 400回 

 

３ 業務場所 

  恵那市内全域 

 

４ 履行期間 

  契約日から令和７年３月３１日まで 

   

５ 業務内容 

 （１）概要 

   子育て経験や知識のある見守り支援員が、養育者や赤ちゃんと出会うきっかけとして１回 3,000円相

当のベビー用品を宅配し、０歳児の養育者に不安や心配ごとがないかなどの声をかけ見守りを行う。 

   不安や心配ごとがある場合は、市へ報告し必要な支援等に繋いでいく。 

 

 （２）主な内容 

①０歳児の見守り業務 

    ア 宅配先の様子の確認 

       おむつ等の配達時に養育者と会話をし、子育ての不安の有無、養育者や赤ちゃんの健康状態

を確認する。 

    イ 子育てサポート情報の提供 

       配達時に市が作成する赤ちゃんの健やかな成長に役立つ様々なサポート情報をお届けする。

サポート情報は市が編集しデータを提供する情報紙を印刷し配達すること。 

    ウ 養育者からの相談への対応 

       養育者から育児の相談があれば傾聴し、見守り支援員の子育て経験を通じた体験談を伝える

など、子育て不安の軽減を図る。相談内容に応じて、市の子育てサービスや関係部署を紹介す

る。 

    エ 市への報告 

       宅配時の状況、見守り支援員が感じたことについて、毎月市に報告する。虐待に発展しそう

なリスクが見受けられた場合は速やかに市に報告すること。 
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    オ 見守りマニュアルの作成 

       受託者は市と協議のうえ、本事業の流れ、訪問に際しての対応、行政へ繋ぐ事例、個人情報

保護等の留意事項、Q＆Aなどを記載したマニュアルを作成する。 

カ 見守りチェックシートの作成 

       受託者は市と協議のうえ、見守り支援員が実施する見守りの内容について、見守りチェック

シートを作成する。見守り支援員全員が本シートを使用することで見守りの質の平準化を図

り、どの見守り支援員でも同じ視点を持って見守りができる体制とすること。 

   ②おむつ等の宅配業務 

     受託者は、市と協議のうえ、次の業務を行うこと。 

    ア 支給決定した対象者リストの提供を市から受け、対象者と宅配日の調整等を行う。 

    イ 対象者が希望した支給対象品を、対象者の自宅に宅配する。原則、生後３か月頃と６か月頃の

２回配達を行う。なお、営利を目的とした他の業務をあわせて行うことはできない。 

    ウ 宅配は、週５日（原則月曜日から金曜日。ただし国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第

178号）に定める休日及び 12月 29日から１月３日までの日を除く。））の午前９時から午後５時

の間に行うこと。ただし、市との協議により変更することができる。 

    エ 宅配内容及び宅配日時は、電話、メール連絡または直近の宅配時に確認を行うこと。対象者か

ら宅配内容及び宅配日時の変更の申出があった場合は、可能な限り応じること。 

    オ 宅配完了時に対象者の養育者または代理人から、押印等による受領確認を受けること。 

    カ 支給対象品は、衛生管理に留意し、個包装を開封せずに宅配すること。 

    キ 支給対象品の製造中止や仕様変更等、支給対象品を納品できない可能性が判明した時は、速や

かに市と協議をすること。また、カタログ訂正の必要があると市が認めた場合、カタログの作成

については受託者の負担で行うこと。 

    ク 宅配時に対象者が不在等の場合は再配達を行うか、やむを得ない場合は対象者の指定の場所に

留守置きをすること。留守置きをした場合は、電話等適切な方法により着荷確認を行うとともに

見守りチェックシートをもとに見守り活動を行い、記録を行うこと。 

    ケ 宅配時に市が作成する子育て支援事業に関するチラシ等を配布すること。 

    コ 宅配には、受託者が用意した恵那市の業務であることを表示した車両を使用すること。車両デ

ザインについては市と協議を行うこと。委託契約終了後、配達車両のデザインは消去すること。 

   ③受付等業務 

     受託者は、市と協議のうえ、次の受付業務を行うこと。 

    ア 郵便、電話、メール等により、支給対象品の注文、配達日時の変更、宅配先の変更、一時中

止、再開等の連絡、問い合わせ等に対応できる体制を構築すること。 

    イ 電話受付は、週５日（原則月曜日から金曜日。ただし国民の祝日に関する法律（昭和 23年法

律第 178号）に定める休日及び 12月 29日から１月３日までの日を除く。））の午前９時から午後

５時まで行う。ただし、市との協議により変更することができる。 

   ④カタログ作成業務 

     受託者は、対象者に配布する支給対象品のカタログを市の確認を受けて作成する。 

⑤アンケートの実施及び集計 

     年に１回以上、対象者にアンケートを実施し、結果の集計を行う。アンケート内容、実施時期に

ついては、市と協議を行うこと。 

⑥ベビー用品等支給品の選定 

     支給対象品は、以下の商品を基本とし、複数の商品を組み合わせ、１回あたり 3,000円（税込
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み）以内で市に提案すること。複数のセットを用意し選択できるようすること。商品については、

できる限り複数のメーカーを取り扱うこと。 

    ア 紙おむつ（テープ、パンツタイプで各種サイズを取りそろえること。） 

    イ 布おむつ 

    ウ おしり拭き 

    エ 粉ミルク 

    オ 液体ミルク 

    カ 離乳食 

    キ その他０歳児の育児に必要な生活消耗品 

   ⑦ベビー用品等支給品の供給 

     対象者から申込のあった支給品を供給すること。 

   ⑧実績報告書の作成（見守り・子育てサポート情報提供業務委託と共通） 

     受託者は、本事業に係る宅配記録及び子育て家庭の見守り業務に関する受付簿等必要な書類を整

備するものとする。また、対象者ごとに毎月末締めで集計を行い、以下の宅配実績一覧表を作成の

上、実績報告をまとめ、翌月 10日までに市へ報告すること。 

     実績報告の項目については次のとおりとする。ただし市との協議により変更する場合がある。 

    ア 宅配数 

    イ 支給対象品別の支給個数 

    ウ 宅配方法（手渡し、留守置き、配達不可など） 

    エ 乳児の健康状態 

    オ 養育者の健康状態 

    カ 相談内容の内訳 

    キ 関係機関への連絡の有無、連絡先 

    ク その他宅配時に気になった事項 

    

６ 委託料について 

   契約締結後、委託者と受託者との協議により決定する。  

  

７ 個人情報の保護 

   本業務を通じて、受託者が取り扱う個人情報については、別添「個人情報取扱特記事項」を遵守しな

ければならない。 

 

８ その他 

（１）ベビー用品の宅配は、令和６年７月から開始する。 

 （２）本仕様書に明記されていない事項であっても、当然必要と認められる本業務に付帯する軽微な業務

については、受託者の負担による。 

 （３）本仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者との協議により決定する。 


